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Ⅰ　 はじ めに

　 当社は、 「 安全を何より も 優先し 、 安心・ 快適な高速道路空間を ２ ４ 時間３ ６ ５ 日お届

けする 」 と いう Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループ の企業理念を 共有する 料金収受専門会社と し

て、 ２ ０ ０ ６ 年１ ０ 月３ ０ 日に設立さ れまし た。

　 当社は、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本の東京支社管内（ 東京都、 神奈川県、 静岡県、 山梨県、 長野

県及び岐阜県） の「 東名高速道路」 「 新東名高速道路」 「 中央自動車道」 「 長野自動車

道」 「 首都圏中央連絡自動車道」 「 小田原厚木道路」 等において、 通行料金の収受、 Ｅ Ｔ

Ｃ ト ラ ブル車両への対応、 お客さ まから の問合せ対応等を 行い、 高速道路等の玄関口と し

てお客さ まをお迎えし 、 お見送り を する役割を 担っ ています。

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループ で は、 ２ ０ ２ ６ 年度から 新たに「 経営計画チ ャ レ ン ジ Ｖ

２ ０ ２ ６ -２ ０ ３ ０ 」 がス タ ート し て いま す。 そ の中で 、 「 安全性向上に向けた 不断

の取組みの深化」 は、 引き 続き 経営方針の最上位に掲げら れて いま す。

　 安全と いう 課題に終わり はあり ません。 今後も Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本が定めた安全性向上へ

の「 ５ つの取組み方針」 を 実践するこ と により 、 当社においても 、 料金所を 通過さ れるお

客さ ま及び料金所で働く 社員の安全確保に努めてまいり ます。

　 また、 料金収受を担う 社員の育成強化を図り 、 常にお客さ まの声に耳を 傾け、 お客さ ま

の期待に応えるサービスを 提供し てまいり ます。

　 こ の「 ２ ０ ２ ６ 経営計画」 は、 新たに策定し た２ ０ ２ ６ -２ ０ ３ ０ の経営方針に基づ

き 、 ２ ０ ２ ６ 年度に当社が取り 組むべき 施策や評価指標などを まと めたも のです。
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Ⅱ　 企業理念

　 　 私たちは、 常に安全を 最優先と し 、 料金収受業務のプロフ ェ ッ ショ ナル

　 企業と し て、 絶えずサービス向上と 変革を 続けながら 、 高速道路事業の発

　 展に貢献し ます。

　 ◆私たちの基本姿勢

　 　 私たちは、 安全を最優先と し 、 お客さ ま起点で考え行動し ます。

　 ◆コ ーポレート スローガン

　 　 「 心でつなぐ 　 道と 人」

　 　 　 料金所は高速道路の玄関口。 お客さ まを お出迎えし 、 お見送り する大

　 　 切な場所。 私たちは真心を 込めたおも てなし で、 高速道路と お客さ まを

　 　 つないでいきます。

Ⅲ　 ２ ０ ２ ６ －２ ０ ３ ０ の経営方針

　 　 (1 )  「 安全を最優先」 と する安全意識の定着化を図り ます。

　 　 (2 ) お客さ まの声に真摯に耳を傾け、 お客さ まの期待に応えるサービス

　 　 　  を提供し ます。

　 　 (3 ) 料金収受業務の高度化等の変革に着実に対応するため、 業務の効率

　 　 　  化を推進すると と も に、 人財マネジメ ント を強化し ます。

　 　 (4 ) 深刻な人手不足に対応するため、 働き方改革等を推進し 、 エンゲー

　 　 　  ジメ ント の向上や離職率改善を目指し ます。

　 　 (5 )　 全社を 挙げたコ ン プ ラ イ アン スの徹底に取り 組むと と も に、 社員

　 　 　  全員がその意識を高め、 社会から 信頼さ れる企業を目指し ます。

　 　 (6 )　 地域社会と の連携を 推進する と と も に、 環境への配慮に取り 組み

　 　 　  ます。
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Ⅳ　 数値目標

1 　 各施策の評価指標

施策 大項目 中項目 2 0 2 5 目標 2 0 2 5 実績 2 0 2 6 目標 備考

安
全
性
向
上

ヒ ュ ーマン エラ ー

事故

車線立入り によ る 事故の防止 0 件 0 件 0 件

機器操作ミ スによ る 事故の防止 0 件 0 件 0 件

業務中事故 業務中労働災害事故の防止 － 1 2 件

1 1 6 件1 2 2 件

前年度実績

（ 1 2 件） を

下回る

前年度実績

（ 1 1 6 件） を

下回る

前年度実績

（ 6 0 件） を

上回る

前年度実績

（ 3 .2 6 ） を

上回る

前年度実績

（ 3 .3 1 ） を

上回る

前年度実績

（ 9 0 .1 ％） を

上回る

前年度実績

（ 1 7 .0 ％） を

上回る

前年度実績

（ 1 6 .4 ％） を

上回る

Ｃ
Ｓ
向
上

お客さ まの声

円
滑
か
つ
安
定
的
な
事
業

営
運

・
生
産
性
向
上

業務研究発表会提案数 6 0 件

3 .2 6

9 0 .1 ％

1 7 .0 ％

2 .2 8 ％

1 ,8 6 5 時間1 ,9 0 0 時間

3 .3 1

9 2 ％

4 .2

8 2 件

人
財
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・

エ
ン
ゲ

ジ
メ
ン
ト
の
向
上

研修等の充実化

（ N EX CO 中日本グループ社員意識調査の「 人材育成」 数値を 使用）
―

サービ ス接遇検定取得率 ―

女性社員在籍割合

障がい者雇用率 ―
法定雇用率

以上

総労働時間
1 ,9 0 0 時間を

下回る

働き がいの向上

（ N EX CO 中日本グループ社員意識調査の「 働き がい」 数値を 使用）
―

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
徹
底

コ ン プラ イ アン ス意識浸透度

（ N EX CO 中日本グループコ ン プラ イ ア ン ス意識浸透度調査結果数値を 使用）
― 1 0 0 ％

コ ン プラ イ アン ス意識向上度

（ N EX CO 中日本グループコ ン プラ イ ア ン ス意識浸透度調査結果数値を 使用）
― 5 .0 0
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PL 計画〔 百万円〕 2 0 2 5 計画実績差 2 0 2 6

①年度計画 ②年度実績

増減

（ ②－①） 増減要因 年度計画

上半期 下半期

【 売上】 1 3 4 7 ,6 9 1

高速道路事業 1 3 4 7 ,6 9 1

休憩所事業 ― ―

その他（ 関連） 事業 ― ―

【 費用】 1 6 7 7 ,6 5 8

高速道路事業 1 9 8 6 ,9 8 2

休憩所事業 ― ―

その他（ 関連） 事業 ― ―

販売費及び一般管理費 ▲ 3 1 6 7 6

【 営業利益】 ▲ 3 3 3 3

高速道路事業 ▲ 3 3 3 3

休憩所事業 ― ―

その他（ 関連） 事業 ― ―

営業外損益 1 3

経常利益 ▲ 3 2 3 6

特別損益 ▲ 5 0

税引前利益 ▲ 3 7 3 6

法人税 ▲ 2 3 2 2

法人税等調整額 ▲ 3 6 1 0

税引後当期純利益 2 2 4

3 ,8 8 3

3 ,8 8 3

―

―

3 ,8 9 0

3 ,5 1 9

―

―

3 7 1

▲ 7

▲ 7

―

―

2

▲ 5

▲ 5

▲ 1 0

6

▲ 3 5

1 9

3 ,7 5 6

3 ,7 5 6

―

―

3 ,7 0 5

3 ,4 2 0

―

―

2 8 5

5 1

5 1

―

―

1

5 2

0

5 2

6

3 4

1 2

7 ,6 3 9

7 ,6 3 9

―

―

7 ,5 9 5

6 ,9 3 9

―

―

6 5 6

4 4

4 4

―

―

3

4 7

▲ 5

4 2

1 2

▲ 1

3 1

7 ,5 0 5

7 ,5 0 5

―

―

7 ,4 2 8

6 ,7 4 1

―

―

6 8 7

7 7

7 7

―

―

2

7 9

0

7 9

3 5

3 5

9

Ⅳ　 数値目標

Ⅴ　 当社の事業範囲

2 　 収支実績及び計画

5

（ 2 0 2 6 年4 月1 日現在）

N E X C O 中日本
担当支社

道　 路　 名 料金所数※

東 京 支 社

E1  東名高速道路（ 東京～三ケ日）
E1 A  新東名高速道路
　 　 （ 厚木南～新秦野、 新御殿場～浜松S Aスマート ）
E1 A・ E5 2  新東名高速道路清水連絡路
E1 A・ E6 9  新東名高速道路引佐連絡路
E1 9  長野自動車道（ 岡谷～安曇野）
E2 0  中央自動車道（ 三鷹～諏訪）
E5 2  中部横断自動車道（ 富沢本線、 富士川本線～白根）
E6 7  安房峠道路（ 平湯）

3 5
1 8

1
2
6

2 6
5
1



N E X C O 中日本
担当支社

道　 路　 名

1 1 路線

料金所数※

東 京 支 社

計

E6 8  中央自動車道（ 大月～河口湖） ・ 東富士五湖道路
E8 4  新湘南バイ パス・ 西湘バイ パス
E8 5  小田原厚木道路
C4  首都圏中央連絡自動車道（ 茅ヶ 崎～八王子西）

6
5
4

1 0

1 1 9

6

※スマート Ｉ Ｃ  2 5 カ 所、 遠隔応対Ｉ Ｃ  1 0 カ 所、 ETC専用Ｉ Ｃ  2 9 カ 所を 含む。

○集約料金所

支社
統括料金所

統括補助料金所

遠隔応対 Ｉ Ｃ

（ 無人）
スマート IC

東京支社

静岡統括

吉田統括補助
磐田

日本平久能山

大井川焼津藤枝

遠州豊田 P A

伊勢原大山統括 新秦野〔 夜間〕
秦野丹沢

厚木 P A

新富士統括

長泉沼津

新清水

清水いはら

新静岡

足柄

駒門

愛鷹 P A

富士川 S A

駿河湾沼津 S A

浜松浜北統括

藤枝岡部統括補助

島田金谷

森掛川

浜松いなさ 北

浜松いなさ

静岡 S A

三方原 P A

舘山寺

遠州森町

新磐田

浜松 S A

八王子統括 ―

梓川

談合坂

笛吹八代

双葉

諏訪湖

富士吉田西桂

富士吉田忍野



（ 2 0 2 6 年４ 月１ 日現在）※【 　 】 は、 遠隔応対料金所です。

※  　   は、 ETC専用料金所です。

※【 SIC】 は、 スマート ICの略です。

◆ 当社の事業範囲図

三
鷹

東
京

横
浜
青
葉
本
線

秦
野
中
井

大
井
松
田

御
殿
場
東

御
殿
場

【
駒
門
SIC
】

裾
野

沼
津

富
士

【
日
本
平
久
能
山
SIC
】

清
水

静
岡

焼
津

吉
田

相
良
牧
之
原

菊
川

掛
川

袋
井

浜
松

浜
松
西

三
ヶ
日

【
館
山
寺
SIC
】

【
磐
田
】

【
遠
州
豊
田
PA
SIC
】

【
三
方
原
PA
SIC
】

【
大
井
川
焼
津
藤
枝
SIC
】

【
愛
鷹
PA
SIC
】

【
足
柄
SIC
】

東
名
川
崎

横
浜
青
葉

横
浜
町
田

【
長
泉
沼
津
】

【
新
富
士
】

【
新
清
水
】

【
新
静
岡
】

【
静
岡
SA
SIC
】

【
島
田
金
谷
】

【
森
掛
川
】

【
遠
州
森
町
SIC
】

【
新
磐
田
SIC
】

【
浜
松
SA
SIC
】

浜
松
浜
北

藤
枝
岡
部

【
駿
河
湾
沼
津
SA
SIC
】

【
富
士
川
SA
SIC
】

綾
瀬
SIC

調
布

稲
城

国
立
府
中

八
王
子

八
王
子
本
線

大
月

JCT

双
葉

JCT

八
王
子

JCT

伊
勢
原

JCT

茅
ヶ
崎

JCT

御
殿
場

JCT

横
浜
青
葉

JCT

海老名 JCT

海老名南 JCT

清
水

JCT

新清水 JCT

浜松いなさ JCT

三
ヶ
日

JCT

岡
谷

JCT

相
模
湖
東

茅
ヶ
崎
海
岸

橘国
府
津

相
模
湖

上
野
原

大
月

勝
沼

一
宮
御
坂

甲
府
南

甲
府
昭
和

韮
崎

須
玉

長
坂

小
淵
沢

諏
訪
南

安曇野

【 梓川 SIC】

松本

塩尻北

塩尻

岡谷

白根

南アルプス

増穂

富士川本線

諏
訪

平
湯

【
笛
吹
八
代
SIC
】

【
双
葉
SIC
】

【
諏
訪
湖
SIC
】

八王子西

高尾山

相模原

相模原愛川
【 新秦野】

都留

河口湖
富士吉田

【 富士吉田忍野 SIC】

須走

新御殿場【 浜松いなさ 】

【 清水いはら 】

【 浜松いなさ 北】

【 富士吉田西桂 SIC】

伊勢原大山

厚木

厚木南

平塚東
平塚

小田原

小田原東

石橋

【 秦野丹沢 SIC】
圏央厚木

海老名

寒川北

寒川南

茅ヶ 崎中央

茅ヶ 崎

【 厚木 PA SIC】

【
府
中
SIC
】

【
談
合
坂
SIC
】富

沢
本
線

N EXCO 中日本 東京支社管内

中部縦貫自動車道
（ 安房峠道路）

長野自動車道

新東名高速道路

東名高速道路

小田原厚木道路

中央自動車道

西湘バイ パス 新湘南バイ パス

首
都
圏
中
央

連
絡
自
動
車
道

首
都
圏
中
央

連
絡
自
動
車
道

中
央
自
動
車
道

東
富
士
五
湖
道
路

中
部
横
断
自
動
車
道



Ⅴ　 施策

1 　 安全性向上 【 重点施策】

（ 1 ） 安全最優先の文化の醸成

２ ０ ０ ６ 年６ 月８ 日に八王子料金所で発生し たＥ Ｔ Ｃ レ ーン での社員死亡事故、

２ ０ １ ２ 年１ ２ 月２ 日に発生し た笹子ト ンネル天井板崩落事故を 決し て忘れず、「 二

度と こ のよう な事故を 起こ し てはなら ない」 と の強い決意のも と 、「 安全を最優先」

と する安全意識の定着化を 図る ため、 役員が自ら の言葉で現場の社員に直接語り か

ける「 安全対話」 などの施策に積極的に取り 組んで安全文化の醸成を 図り ます。

また、 料金所におけるお客さ ま及び社員の安全を確保するため、Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを

着実に実践し ながら 、 以下の施策に取り 組みます。

①「 安全」 最優先の思考の徹底

　 自ら の身を 守り ながら 、 的確な行動や操作を 通じ てお客

さ まの「 安全」 を、 何より も 優先する（ 「 安全」 ＞「 正確」

＞「 迅速」 の優先順位を 守る ） こ と について、 引き 続き 、

安全指導マネージャ ーによ る 巡回、 各研修、 役員対話、 安

全対話、 社内報等で徹底を 図り ます。 また、 安全行動指針

について、 携帯用カ ード によ り 周知徹底を 図る と と も に、

各種会議後などの際に唱和し ます。

更に、 毎年実施し ている「 安全啓発ポスタ ーコ ンテスト 」

を 今年度も 継続する こ と と し 、 最優秀作品を 全料金所に年

間を通じ て掲示をするこ と で、 安全性向上の意識を高めます。

②「 イ エローノ ート 」 の継続

　 安全に関する 気付き を 書き 留める「 イ エロ ーノ ート 」 を 引き 続き 全料金所で継続し 、 安

全に資する施策の具体化を図り ます。

　 また、 書き 留めら れた内容を 本社で集約し て全社共有する と と も に、 気付き の一部を Ｎ

Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本の安全掲示板に投稿するこ と によ っ て、 グループ全体の安全性向上に寄与

し ます。

③「 安全」 に関するコ ミ ュ ニケーショ ンの充実

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループ全体で１ ２ 月２ 日前後に実施する「 安全対話」 に加えて、 当

社の安全の日（ ６ 月８ 日） 前後の取り 組みである 「 役

員対話」 を継続し 、 半期に一度、 役員と 社員が「 安全」

について双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンを図り ます。

　 また、 料金所の管理職を対象と し て、 安全活動の取組

み事例やヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例と その対策などの情報共有

を通じ 、 安全意識の向上と 社内の水平展開を図るため、

「 安全活動推進総会」 を継続実施し 、 現場間の安全に関

するコ ミ ュ ニケーショ ンの充実を図り ます。
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④車線立入り 又は機器操作ミ スによる事故の防止

車線立入り 事故や適切でない機器操作などによるヒ ュ ーマンエラ ー事故を防止するため、

以下の取組みにより 安全スキル・ 操作スキルの向上を図り ます。

　 ○Ｄ Ｖ Ｄ による学習

　 　 当社で作成し た「 安全行動の基本スキル（ 安全・ 操作） Ｄ Ｖ Ｄ 」 を 料金所全社員に貸

　 与し 、 その視聴を通じ て月１ 回の個人学習又は全体学習を実施

　 　 また、 新たな「 安全行動の基本スキル（ 安全・ 操作） Ｄ Ｖ Ｄ 」 の制作を 進める と と も

　 に、 Ｖ Ｒ （ 仮想現実） 等を活用し た安全教育ツールの開発に着手

　 ○実地訓練

　 　 毎月の安全対策強化期間における 実地訓練や、 実車を 用いたＥ Ｔ Ｃ レ ーン での訓練な

　 どを実施

　 ○ク ロスチェ ッ ク

　 　 安全対策の実施状況を 他の料金所勤務者がチェ ッ ク し 、 相互の改善を 促進する 取組み

　 を年２ 回以上実施

　 ○安全指導マネージャ ーの点検指導

　 　 安全に係る対応状況を、 本社に設置さ れた安全指導

　 マネージャ ーが各料金所に赴き 、 定期的に点検・ 指導

　 　 事故等が発生し た場合は、 速やかに調査や指導を実

　 施し て、 再発防止策を講じ ると と も に全社へ情報共有

　 ○講習

　 　 過去のヒ ュ ーマンエラ ー事故、 労災事故の実例から 学ぶ安全振り 返り 講習を実施

　 ○事故事例の分析評価と 再共有

　 　 社内の事故等発生後の即時の共有に加え、 原因等を 詳細に分析・ 評価し た内容につい

　 ても 、 全社員に再共有
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（ ２ ）安全に関する潜在的リ スク への対応

③労働安全意識の向上

　 昨今の労働災害事故の発生状況を 踏まえ、 朝礼や研修時において社内の労災事例の原因

や再発防止策を 周知し 、 類似事象の発生を 予防すると と も に、 職場内でのスト レ ッ チ体操

なども 継続するなど、 社員の労働安全意識の向上に積極的に取り 組みます。

　 また、 安全衛生委員会を 通じ 、 安全衛生に関し て社員の理解と 協力を 得て、 職場におけ

る労働災害防止の対策と 会社全般の安全衛生管理を円滑に推進し ます。

④業務用車両における交通事故発生リ スク の低減

　 業務用車両は、 原則と し て衝突被害軽減ブレ ーキ、 バッ ク ガイ ド モニタ ー、 誤発進防止

装置などの安全装備付き のも のと し 、 社員の交通事故発生リ スク を低減し ます。

　 また、 業務用車両運転者に対し 運転適性検査の実施を 促し 、 自ら の運転傾向を 把握し 運

転者自身の事故防止に向けた取組みを行います。

1 1

①料金所周辺の安全確保

　 料金所プ ラ ザ内、 アイ ラ ン ド 及び階段等の

連絡路において、 お客さ ま並びに社員が隠れ

た危険に遭遇するこ と がないよう 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ

中日本と 一体と なっ て安全点検に取り 組むと

と も に、 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例から 潜在的リ ス

ク の収集・ 対策・ 効果検証・ 周知などの必要

な措置を講じ ます。

　 また、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループの安全掲

示板を 活用し 、 グループ内への情報発信と 共

有を図り ます。

②AED を使用し た一次救命処置スキルの取得

　 お客さ ま・ 近隣地域住民・ 社員の緊急時に

備え、 全ての有人料金所に配置し ているＡ Ｅ Ｄ

（ 自動体外式除細動器） について、 社員が誰

でも 使用でき る よ う Ａ Ｅ Ｄ 講習受講の推進を

継続し ます。



　 ＮＥＸＣＯ中日本グループのＣＳ行動指針を念頭に置き、 お客さ まから のご意見・ ご要

望の一つひと つを大切にするととも に、 お客さ まの期待に応えるサービスを提供するた

め、ＰＤＣＡ サイク ルを着実に実践しながら 、以下の施策に取り 組みます。

　 なお、カスタ マーハラスメ ント については、「 ＮＥＸＣＯ中日本グループ・ カスタ マーハ

ラスメ ント に対する基本方針」 及び「 カスタ マーハラスメ ント 対応マニュアル」 に基づき

毅然とした対応を行います。

「 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループＣ Ｓ 行動指針」について、携帯用カード により 周知徹底を図り ます。

①接遇スキル・ 収受スキルの向上

お客さ まの期待に応える サービスを 提供するため、研修・ 講習会の実施や「 料金収受の基

本スキルＤ Ｖ Ｄ 」による 学習等の取組みを 通じ て、接遇スキル・ 収受スキルの向上を 図り

ます。

また、車線監視盤など遠隔応対での円滑な応対を図るため、「 料金精算機の基本スキルＤ Ｖ

Ｄ 」、「 料金収受の心構え」等の教材を 活用し 、高度化する料金収受業務にも 柔軟に対応でき

るよ う 、一層のスキル向上を 図り ます。

　 ○Ｄ Ｖ Ｄ・ 各種テキスト による学習

　 　「 料金収受の基本スキルＤ Ｖ Ｄ 」・「 料金精算機の基本

　 スキルＤ Ｖ Ｄ 」・「 高速道路の料金車種区分Ｄ Ｖ Ｄ 」の視

　 聴、各種テキスト による個人学習又は全体学習を実施

　 　 また、「 料金精算機の基本スキルＤ Ｖ Ｄ 」の見直し と ス

マート IC 応対等、現場の実態に即し た新たなＤ Ｖ Ｄ 作

　 成を検討

2 　 Ｃ Ｓ 向上　 【 重点施策】

（ １ ）N Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループＣ Ｓ 行動指針の周知徹底

（ ２ ）Ｃ Ｓ 向上の推進
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　 ○カ メ ラ 映像、音声記録等の活用

　 　 カ メ ラ 映像やＩ Ｃ レ コ ーダーを 活用し 、スキルチェ ッ ク 表によ る 収受内容の自己　 　

　 チェ ッ ク 及び管理者チェ ッ ク を 年３ 回以上実施

　 　 更に、映像を 活用し た振り 返り 指導・ 教育体制の構築に向け、カ メ ラ 設置を 試行

　 ○ク ロスチェ ッ ク

　 　 Ｃ Ｓ 向上への対応状況を他の料金所勤務者が

　 チェ ッ ク し 、相互の改善を促進する取組みを 年２

　 回以上実施

　 ○Ｃ Ｓ 指導マネージャ ーの点検指導

　 　 Ｃ Ｓ に係る 対応状況を 、本社に設置さ れた

　 Ｃ Ｓ 指導マネージャ ーが定期的に点検・ 指導

　 　 重大な「 お客さ まの声」が発生し た場合は、速

やかに点検・ 指導や改善を実施

　 ○講習

　 　 過去の「 お客さ まの声」の実例から 学ぶＣ Ｓ 振り 返り 講習を実施

　 ○Ｉ Ｓ Ｏ １ ０ ０ ０ ２（ 苦情対応マネジメ ント ）

　 　 お客さ ま応対規程に基づき 、お客さ ま応対に係る調査・ 報告・ 改善・ 検証など適切な苦

　 情対応の実施
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（ ３ ）カ スタ マーハラ スメ ント への対応

　 ○お客さ まの声白書

　 　「 お客さ まの声」 に係る実践的な分析（ 収受ミ ス発生の原因を作業の手順別に分類・ 分析）

を行い、こ れを体系化し た「 ２ ０ ２ ５ 年度お客さ まの声白書」を作成し 、全社員に共有

②好事例の共有

　 Ｃ Ｓ に係る好事例については、Ｃ Ｓ 指導マネージャ ーの点検

指導時や社内報「 スマイ ル」で社内展開する ほか、お客さ まか

ら 頂いたお褒めの言葉を 集約し た「 お褒めの言葉・ 感謝の気

持ち 事例集」を 作成し 、全社員に共有し ます。

③外国人のお客さ まへの親切・ 丁寧な応対

　 外国人のお客さ まに対し て、親切・ 丁寧な応対を心がけると

と も に料金精算機前面への外国語表記の追加、モニタ ーに映し

出す外国語メ ッ セージボード や外国語併記の周辺地図等の準備

など、外国人のお客さ まにも 高速道路を スムーズにご利用いた

だけるよう な取組みを進めます。

　 お客さ まから のご意見・ 要望のう ち、 内容に妥当性を

欠き 、 当該要求を実現するための手段・ 態様が社会通念

上不相当なも ので、 社員の就業環境が害さ れる恐れがあ

る不当な要求や言動（ カ スタ マーハラ スメ ント ） に対し

ては、 統一的な対応を図るために策定し た「 カ スタ マー

ハラ スメ ント 対応マニュ アル」 に基づき、 組織的に対応

するこ と により 、 社員の精神的な安全確保に努めます。
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３ 　 円滑かつ安定的な事業運営・ 生産性向上　 【 重点施策】

（ １ ）料金所の円滑な運営

（ ２ ）料金収受業務の高度化

　 ２４ 時間・３６５ 日、通行料金を適正かつ的確に収受する料金所において、円滑かつ安定的な事

業運営を図るとともに、社会・経済情勢の大きな変化の中にあって、社内の生産性や効率性の向

上を図るため、以下の施策に取り組みます。

①料金所運営における課題への取組み

　 高度なオペレ ーショ ンや対応が求めら れる 料金所が抱える 課題への対策について、 Ｎ Ｅ

Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と 一体と なっ て取り 組みます。

②料金所設備改善への積極的な取組み

　 アイ ラ ンド 、 階段等の危険箇所の改善、 操作機器、

モニタ ー等の機能向上や料金所建物の補修等について、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ中日本と 一体と なって定期的に点検し 、 改善

を提案し ます。

　 また、 料金収受ポータ ルサイ ト 等を活用し 、 進捗状

況の共有を行う こ と で早期改善を目指し ます。

③適正な料金収受業務への取組み

　 適正な料金収受業務の執行を 確保するため、 関係規程、 要領等を 適宜適切に見直し 、 周

知徹底を 図り ます。 また、 管理職を 対象と し た研修等において、 審査業務に係る内容の充

実を図り ます。

①ｉ －ＭＯ Ｖ Ｅ ＭＥ Ｎ Ｔ への取組み

　 将来の保全・ サービ ス事業の戦略的事業運営手法（ ｉ －ＭＯ Ｖ Ｅ ＭＥ Ｎ Ｔ ） について、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と と も に料金収受業務の高度化に係る 各種の検討を 行い、 料金所集約化

の推進なら びに集約後の円滑な運営に努めます。

②Ｅ Ｔ Ｃ 専用化への取組み

　 昨年度、 新たに１ ７ 料金所が対象と

なっ たＥ Ｔ Ｃ 専用化による料金所の

キャ ッ シュ レス化について、 策定さ れ

たロード マッ プに基づき 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ

中日本と と も に運用状況や特性等を考

慮し つつ、 順次拡大、 運用を進めます。

　 ２４ 時間・３６５ 日、通行料金を適正かつ的確に収受する料金所において、円滑かつ安定的な事

業運営を図るとともに、社会・経済情勢の大きな変化の中にあって、社内の生産性や効率性の向

上を図るため、以下の施策に取り組みます。

①料金所運営における課題への取組み

　 高度なオペレ ーショ ン や対応が求めら れる料金所が抱える課題への対策について、 Ｎ Ｅ

Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と 一体と なっ て取り 組みます。

②料金所設備改善への積極的な取組み

　 アイ ラ ンド 、 階段等の危険箇所の改善、 操作機器、

モニタ ー等の機能向上や料金所建物の補修等について、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ中日本と 一体と なって定期的に点検し 、 改善

を提案し ます。

　 また、 料金収受ポータ ルサイ ト 等を活用し 、 進捗状

況の共有を行う こ と で早期改善を目指し ます。

③適正な料金収受業務への取組み

　 適正な料金収受業務の執行を 確保するため、 関係規程、 要領等を 適宜適切に見直し 、 周

知徹底を 図り ます。 また、 管理職を 対象と し た研修等において、 審査業務に係る 内容の充

実を図り ます。

①ｉ －ＭＯ Ｖ Ｅ ＭＥ Ｎ Ｔ への取組み

　 将来の保全・ サービス事業の戦略的事業運営手法（ ｉ －ＭＯ Ｖ Ｅ ＭＥ Ｎ Ｔ ） について、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と と も に料金収受業務の高度化に係る各種の検討を 行い、 料金所集約化

の推進なら びに集約後の円滑な運営に努めます。

②Ｅ Ｔ Ｃ 専用化への取組み

　 昨年度、 新たに１ ７ 料金所が対象と

なっ たＥ Ｔ Ｃ 専用化による料金所の

キャ ッ シュ レス化について、 策定さ れ

たロード マッ プに基づき、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ

中日本と と も に運用状況や特性等を考

慮し つつ、 順次拡大、 運用を進めます。



　 顧客サービス営業所の円滑な運営を図り 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ

中日本と 一体と なっ て未課金車両の通行料金の早期回収

を目指し ます。

　 また、 不法に料金を免れよう と する通行車両に対する、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本や警察による摘発に協力し ます。

①新たな災害や異常事象に対する迅速・ 的確な対応

　 激甚化する自然災害への対応について、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中

日本と 連携を図り ながら 、 「 業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） 」

を実態に沿っ たも のにブラ ッ シュ アッ プし 、 着実に運用

し ていき ます。

②有事対応の実効性向上

　 定期的な訓練、 広域的なＥ Ｔ Ｃ 障害対応訓練や

「 安否確認システム」 を用いた安否確認訓練を

行い、 有事対応の実効性向上に努めます。

③災害時のお客さ ま支援

　 重大な災害が発生し た際にお客さ まなどにも 提供でき るよう 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と 協議

のう え、 防災備蓄や環境整備に努めます。

所轄警察署等に協力を要請のう え、 料金所での強盗事件を

想定し た防犯実地訓練（ 非常通報装置の運用等） や防犯診断、

防犯講習会を営業所毎に実施し 、 防犯体制を構築し ます。

①システム部門の体制強化

　 業務のデジタ ル化を 推進するため、 担当部署の体制強化を 図ると と も に、 人財の育成に

努めます。

②デジタ ル環境の構築・ 強化

　 急速に発展するデジタ ル化技術の活用を念頭に、 紙ベースと

なっ ていた業務プロセスの見直し を実施し 、 既存システムの改

良や外部システムの導入も 検討し つつ、 業務プロセスの省力化・

効率化を図り ます。

　 顧客サービス営業所の円滑な運営を図り 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ

中日本と 一体と なっ て未課金車両の通行料金の早期回収

を目指し ます。

　 また、 不法に料金を免れよう と する通行車両に対する、

Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本や警察による摘発に協力し ます。

①新たな災害や異常事象に対する迅速・ 的確な対応

　 激甚化する自然災害への対応について、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中

日本と 連携を図り ながら 、 「 業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） 」

を実態に沿っ たも のにブラ ッ シュ アッ プし 、 着実に運用

し ていきます。

②有事対応の実効性向上

　 定期的な訓練、 広域的なＥ Ｔ Ｃ 障害対応訓練や

「 安否確認システム」 を用いた安否確認訓練を

行い、 有事対応の実効性向上に努めます。

③災害時のお客さ ま支援

　 重大な災害が発生し た際にお客さ まなどにも 提供でき るよ う 、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と 協議

のう え、 防災備蓄や環境整備に努めます。

所轄警察署等に協力を要請のう え、 料金所での強盗事件を

想定し た防犯実地訓練（ 非常通報装置の運用等） や防犯診断、

防犯講習会を営業所毎に実施し 、 防犯体制を構築し ます。

①システム部門の体制強化

　 業務のデジタ ル化を 推進するため、 担当部署の体制強化を 図ると と も に、 人財の育成に

努めます。

②デジタ ル環境の構築・ 強化

　 急速に発展するデジタ ル化技術の活用を念頭に、 紙ベースと

なっ ていた業務プロセスの見直し を実施し 、 既存システムの改

良や外部システムの導入も 検討し つつ、 業務プロセスの省力化・

効率化を図り ます。
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（ ３ ）未課金車両対策業務

（ ４ ）業務継続計画と 防災体制

（ ５ ）防犯体制

（ ６ ）デジタ ル化の推進



４ 　 人財マネジメ ント の強化・ エンゲージメ ント の向上　 【 重点施策】

　 生産年齢人口が減少を 続ける 中にあっ て、 必要な人財を 確保し 、 料金収受に必要な知

識・ 技術を習得さ せると と も に、 社員一人ひと り の働き がいやＥ Ｓ の向上を 図るため、 以

下の施策に取り 組みます。

①必要な人財の確保と 定着化

　 継続的に採用活動を行う こ と により 必要な人財の確保に努めると と も に、 採用情報に重

点を 置いてリ ニュ ーアルし た当社のウェ ブサイ ト を 活用し 、 職を 求めるあら ゆる世代に当

社を幅広く アピールするこ と で、 応募者の拡充を図り ます。

　 また、 社員等紹介や兼業、 ジョ ブリ タ ーンなどの各制度を 積極的に活用し 、 社員の定着

化を促進し ます。

　 更に、 一部営業所に配置し た「 指導員」 の拡充と 指導内容の拡大を検討し 、 研修資料や

カ リ キュ ラ ムの統一、 教育指導方法のレベルアッ プを図り 、 新規採用社員の定着化に努め

ます。

（ １ ）人財の確保
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（ ７ ）業務改善の提案

○勤務管理のシステム化

　 ２ 料金所に導入し た勤務管理システムについて、 システム及び

運用面での課題を整理し 、 順次導入料金所を拡大

○社会保険等の手続き電子化の促進

　 社会保険手続き の完全電子化を目標に、 新たなシステム導入・ 運用を検討

○Ｉ Tリ テラ シー向上のための取組み

　 平均年齢の高い当社にあっ て、 Ｉ Tに係る知識・ スキル等の底上げのため、 研修カ リ キュ

ラ ムへの関連講義の追加やｅ ラ ーニングなどの取組みを実施

①「 業務研究発表会」 の更なる活性化

　 全職場から 業務改善や創意工夫の実例に係る提案を募り 、 当社

主催の業務研究発表会を実施し 、 専門スキルやプレゼンテーショ ン

能力の向上を図ると と も に、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本主催の業務研究発

表会にエント リ ーし 、 グループ内に水平展開を図り ます。

　 また、 好事例の横展開を図るために全提案を各職場と 共有し ます。

②業務改善提案への取組み

　 生産性向上に資する業務改善の提案を求め、 書類削減、 申請・ 報告方法の見直し 、 業務

改善方法等について、 改善する必要があるも のについては、 速やかに改善を図り ます。

　 生産年齢人口が減少を 続ける 中にあっ て、 必要な人財を 確保し 、 料金収受に必要な知

識・ 技術を 習得さ せると と も に、 社員一人ひと り の働き がいやＥ Ｓ の向上を 図るため、 以

下の施策に取り 組みます。

①必要な人財の確保と 定着化

　 継続的に採用活動を行う こ と により 必要な人財の確保に努めると と も に、 採用情報に重

点を置いてリ ニュ ーアルし た当社のウェ ブサイ ト を活用し 、 職を求めるあら ゆる世代に当

社を幅広く アピールするこ と で、 応募者の拡充を図り ます。

　 また、 社員等紹介や兼業、 ジョ ブリ タ ーンなどの各制度を積極的に活用し 、 社員の定着

化を促進し ます。

　 更に、 一部営業所に配置し た「 指導員」 の拡充と 指導内容の拡大を検討し 、 研修資料や

カ リ キュ ラ ムの統一、 教育指導方法のレベルアッ プを 図り 、 新規採用社員の定着化に努め

ます。



②人事・ 給与制度の継続的改善

　 人事・ 給与制度について、 引き 続き 必要に応じ 見直すと と も に、 評価制度の定着を 図り

ます。

　 また、 計画的な人事異動や社員登用を 実施する中で、 社員が達成感や成長を 実感でき る

よう 、 社員に明確なキャ リ アパスを提示し ます。

③多様な人財の確保と 採用に向けた職場環境改善の推進

　 女性や障がい者等の採用を 積極的に進める と と も に、 人財の多様化に対応し た施設（ ト

イ レ 、 仮眠室、 シャ ワールーム等） の設置について、 引き 続き Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と の調整

を行い、 誰も が働きやすい職場環境の整備を推進し ます。

①研修・ 社員教育等の拡充

　 ステッ プアッ プ研修（ 昇格時研修） を 実施するこ と で、 職位に応じ たスキルの向上を 図

る ほか、 教育動画や通信教育等の拡充を 行い、 社員が自発的に教育を 受けら れる環境の整

備を行う こ と で、 社員のスキルアッ プを支援し ます。

　 また、 集合研修のみなら ず、 ｅ ラ ーニングやリ モート 研修を 活用するなど、 より 効果的

な研修を実施し ます。

②人事・ 給与制度の継続的改善

　 人事・ 給与制度について、 引き 続き 必要に応じ 見直すと と も に、 評価制度の定着を 図り

ます。

　 また、 計画的な人事異動や社員登用を 実施する 中で、 社員が達成感や成長を 実感でき る

よう 、 社員に明確なキャ リ アパスを提示し ます。

③多様な人財の確保と 採用に向けた職場環境改善の推進

　 女性や障がい者等の採用を 積極的に進める と と も に、 人財の多様化に対応し た施設（ ト

イ レ 、 仮眠室、 シャ ワールーム等） の設置について、 引き 続き Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と の調整

を行い、 誰も が働き やすい職場環境の整備を推進し ます。

①研修・ 社員教育等の拡充

　 ステッ プアッ プ研修（ 昇格時研修） を 実施する こ と で、 職位に応じ たスキルの向上を 図

るほか、 教育動画や通信教育等の拡充を 行い、 社員が自発的に教育を 受けら れる環境の整

備を行う こ と で、 社員のスキルアッ プを支援し ます。

　 また、 集合研修のみなら ず、 ｅ ラ ーニングやリ モート 研修を 活用する など、 より 効果的

な研修を実施し ます。
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（ ２ ）人財育成

当社H P  QRコ ード



②料金所管理職の育成強化

　 職場の核と なる料金所管理職のリ ーダーシッ プやコ ミ ュ ニケーショ ン 等のマネジメ ント

能力を向上さ せるため、 管理職を対象と し た研修内容の充実を図り ます。

③外部資格・ 検定の取得推進

　 社員の接客レ ベルの維持・ 向上を 図るための外部資格と し て定着し た「 サービス接遇検

定（ 公益財団法人実務技能検定協会） 」 について、 引き 続き 高い有資格者数を 維持するた

めに、 新規採用者に対する 資格取得の支援を 進めるほか、 ２ ０ ２ ５ 年に新たに全額資格補

助と し た外部資格の取得推進を行います。

④内部資格によるスキルの向上

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本人財開発センタ ーの

バーチャ ルレーンを活用し 、 「 料金収受

技能検定（ １ 級・ ２ 級） 」 を年２ 回実施

し て基本スキルのより 一層の定着を図り

ます。

　 また、 年１ 回実施する「 ト ールアド バ

イ ザー技能適性審査」 を通じ て、 社員の

中から より 高度な技能を有する者を「 ト

ールアド バイ ザー」 に認定し 、 こ れら の

者を業務指導の講師と し て活用するこ と

により 、 職場全体のサービスレベルアッ プを図り ます。

①働き 方改革関連法等への取組み

　 「 年５ 日の年次有給休暇の取得義務」 を 確実に果たすと と も に、 育児・ 介護等のため未

取得休暇積立て制度や短時間勤務制度を 活用する など、 働き 方改革に関連する 取組みを 着

実に実践し ます。

②日勤・ 夜勤の推進

　 料金所の集約化に伴い、 昼夜勤に替わり 日勤・ 夜勤の勤務形態を 導入し 、 拘束時間の短

縮を実施し ます。

③総労働時間短縮に向けた取組み

　 社員のワーク ラ イ フ バラ ンスの改善に向け、 業務効率化の推進や効率的な人財活用およ

び、 総労働時間の短縮を目指し ます。
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（ ３ ）働き 方改革の推進

②料金所管理職の育成強化

　 職場の核と なる料金所管理職のリ ーダーシッ プやコ ミ ュ ニケーショ ン 等のマネジメ ン ト

能力を向上さ せるため、 管理職を対象と し た研修内容の充実を図り ます。

③外部資格・ 検定の取得推進

　 社員の接客レ ベルの維持・ 向上を 図るための外部資格と し て定着し た「 サービス接遇検

定（ 公益財団法人実務技能検定協会） 」 について、 引き 続き 高い有資格者数を 維持する た

めに、 新規採用者に対する 資格取得の支援を 進めるほか、 ２ ０ ２ ５ 年に新たに全額資格補

助と し た外部資格の取得推進を行います。

④内部資格によるスキルの向上

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本人財開発センタ ーの

バーチャ ルレーンを活用し 、 「 料金収受

技能検定（ １ 級・ ２ 級） 」 を年２ 回実施

し て基本スキルのより 一層の定着を図り

ます。

　 また、 年１ 回実施する「 ト ールアド バ

イ ザー技能適性審査」 を通じ て、 社員の

中から より 高度な技能を有する者を「 ト

ールアド バイ ザー」 に認定し 、 こ れら の

者を業務指導の講師と し て活用するこ と

により 、 職場全体のサービスレベルアッ プを図り ます。

①働き 方改革関連法等への取組み

　 「 年５ 日の年次有給休暇の取得義務」 を 確実に果たすと と も に、 育児・ 介護等のため未

取得休暇積立て制度や短時間勤務制度を 活用する など、 働き 方改革に関連する取組みを 着

実に実践し ます。

②日勤・ 夜勤の推進

　 料金所の集約化に伴い、 昼夜勤に替わり 日勤・ 夜勤の勤務形態を 導入し 、 拘束時間の短

縮を実施し ます。

③総労働時間短縮に向けた取組み

　 社員のワーク ラ イ フ バラ ンスの改善に向け、 業務効率化の推進や効率的な人財活用およ

び、 総労働時間の短縮を目指し ます。



①健康経営の推進

　 企業理念や経営方針に基づき 、 各施策を

着実に実施し 、 当社の使命を果たし ていく

う えで、 その礎と なる社員一人ひと り の

「 から だ」 と 「 こ こ ろ 」 の健康保持・ 増進

の取組みを進めます。

　 また、 こ の取組みを継続し 、 健康経営優

良法人認定の更新を目指し ます。

②健康診断の適切な実施

　 定期健康診断の着実な受診や人間ド ッ ク （ 脳ド ッ ク ） 利用推奨のための助成を 実施する

と と も に、 社員一人ひと り が診断結果を活用するよう 啓発し ます。

③社員の健康維持・ 向上に向けた取組み

　 新たに導入し た健康管理システムを 活用し 、 社員一人ひと り が自身の健康状況を 確認で

き るよ う にするほか、 産業医等によ る確認を 行い、 適宜指導を し ていける 仕組みを 構築し

ます。 また、 ウォ ーキングイ ベント の実施や、 卒煙支援等の取組みを実施し ます。

　 更に、 高年齢労働者の労災防止のため、 安全衛生委員会における 産業医等の意見を 取り

入れながら 、 転倒による怪我や腰痛防止のための施策を検討、 実施し ていき ます。

④スト レスチェ ッ ク の適切な実施

　 社員のスト レ スの程度を 把握し 、 自身のスト レ スへの気付き を 促すと と も に、 職場環境

改善につなげ、 働き やすい職場づく り を 進めるこ と によ っ て社員のメ ンタ ル不調の未然防

止に努めます。

⑤健康相談の実施

　 社員の健康維持のため、 嘱託医師に

よる面談、 保健師・ 看護師による巡回

健康相談を継続し て実施し ます。

　 また、 メ ールによる「 健康相談ホッ

ト ラ イ ン」 のほか、 電話での相談も 可

能と し た「 健康相談室」 を設置し 、 社

員から の健康相談に対応する環境を整

えます。

①健康経営の推進

　 企業理念や経営方針に基づき 、 各施策を

着実に実施し 、 当社の使命を果たし ていく

う えで、 その礎と なる社員一人ひと り の

「 から だ」 と 「 こ こ ろ」 の健康保持・ 増進

の取組みを進めます。

　 また、 こ の取組みを継続し 、 健康経営優

良法人認定の更新を目指し ます。

②健康診断の適切な実施

　 定期健康診断の着実な受診や人間ド ッ ク （ 脳ド ッ ク ） 利用推奨のための助成を 実施する

と と も に、 社員一人ひと り が診断結果を活用するよう 啓発し ます。

③社員の健康維持・ 向上に向けた取組み

　 新たに導入し た健康管理システムを 活用し 、 社員一人ひと り が自身の健康状況を 確認で

き る よう にする ほか、 産業医等による 確認を 行い、 適宜指導を し ていける仕組みを 構築し

ます。 また、 ウォ ーキングイ ベント の実施や、 卒煙支援等の取組みを実施し ます。

　 更に、 高年齢労働者の労災防止のため、 安全衛生委員会における 産業医等の意見を 取り

入れながら 、 転倒による怪我や腰痛防止のための施策を検討、 実施し ていき ます。

④スト レスチェ ッ ク の適切な実施

　 社員のスト レ スの程度を 把握し 、 自身のスト レ スへの気付き を 促すと と も に、 職場環境

改善につなげ、 働き やすい職場づく り を 進めるこ と によ っ て社員のメ ン タ ル不調の未然防

止に努めます。

⑤健康相談の実施

　 社員の健康維持のため、 嘱託医師に

よる面談、 保健師・ 看護師による巡回

健康相談を継続し て実施し ます。

　 また、 メ ールによる「 健康相談ホッ

ト ラ イ ン」 のほか、 電話での相談も 可

能と し た「 健康相談室」 を設置し 、 社

員から の健康相談に対応する環境を整

えます。
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生産性向上

エンゲージエンゲージ
メント向上 人財獲得

企業ブランド企業ブランド
向上

健康経営推進

（ ４ ）健康経営
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⑥ヘルスリ テラ シーの向上

　 様々な健康に関する 情報を 提供する ほか、 社員の健康に関する基本的能力を 向上さ せる

ための教育機会を設定し ます。

⑦感染症予防対策

　 イ ンフ ルエン ザ予防接種や新型コ ロ ナウイ ルス予防接種の全額費用負担を するなど、 社

員の健康維持や職場における感染症拡大を防止するための施策を実施し ます。

⑧熱中症防止対策

　 熱中症の発生が予測さ れる時期に向け、 空調服等対策グッ ズを 備える と と も に、 当該期

間には社員への注意喚起等を適切に実施し ます。

①ト ッ プの現場対話促進

　 役員対話での全社員と の対話や安全対話時の

料金所等での意見交換を通じ て、 当社の経営方

針の浸透やコ ミ ュ ニケーショ ンの活発化等に係

る意思疎通を深めます。

②「 褒める文化」 を浸透する取組みの促進

　 安全・ Ｃ Ｓ に係る 表彰制度の「 安全タ マゴ賞」 と 「 Ｃ Ｓ タ マゴ賞」 を 継続する と と も

に、 イ エローノ ート 活動の内容充実や接客のモチベーショ ン向上を図り ます。

　 また、 四半期毎に実施し ている タ マゴ賞の中から 年間大賞を 選考し 、 社員を 褒める機会

の拡充に取り 組みます。

　 更に、 各職場における取組みについて、 好事例を 情報共有するこ と などによ り 、 「 褒め

る文化」 を浸透するための取組みを進めます。

③コ ミ ュ ニケーショ ンの向上

　 コ ーポレ ート スロ ーガン 「 心でつなぐ 　 道と 人」 を 活用し 、 会社の一体感を 醸成し ま

す。

　 オンラ イ ン会議や動画配信と いっ たコ ロナ禍以降の新たなコ ミ ュ ニケーショ ンツ ールを

活用し 、 社内のコ ミ ュ ニケーショ ン向上を図り ます。

④福利厚生

　 職場のコ ミ ュ ニケーショ ン向上を 図るため、 同好会の助成や福利厚生に係る アウト ソ ー

シングサービスの充実を進めます。

（ ５ ）組織風土の活性化

⑥ヘルスリ テラ シーの向上

　 様々な健康に関する情報を 提供するほか、 社員の健康に関する 基本的能力を 向上さ せる

ための教育機会を設定し ます。

⑦感染症予防対策

　 イ ンフ ルエンザ予防接種や新型コ ロナウイ ルス予防接種の全額費用負担を する など、 社

員の健康維持や職場における感染症拡大を防止するための施策を実施し ます。

⑧熱中症防止対策

　 熱中症の発生が予測さ れる時期に向け、 空調服等対策グッ ズを 備えると と も に、 当該期

間には社員への注意喚起等を適切に実施し ます。

①ト ッ プの現場対話促進

　 役員対話での全社員と の対話や安全対話時の

料金所等での意見交換を通じ て、 当社の経営方

針の浸透やコ ミ ュ ニケーショ ンの活発化等に係

る意思疎通を深めます。

②「 褒める文化」 を浸透する取組みの促進

　 安全・ Ｃ Ｓ に係る 表彰制度の「 安全タ マゴ賞」 と 「 Ｃ Ｓ タ マゴ賞」 を 継続する と と も

に、 イ エローノ ート 活動の内容充実や接客のモチベーショ ン向上を図り ます。

　 また、 四半期毎に実施し ているタ マゴ賞の中から 年間大賞を 選考し 、 社員を 褒める機会

の拡充に取り 組みます。
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５ 　 コ ンプラ イ アンスの徹底　 【 重点施策】
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　 コ ンプラ イ アンスと は、 「 法令・ 規範類の遵守」 にと どまら ず、 「 社会的要請への適切

な対応」 である と の理解を 浸透さ せる と と も に、 風通し の良い職場づく り 、 規律ある職場

づく り を推進するため、 以下の施策に取り 組みます。

①中日本高速道路グループ倫理行動規範の周知徹底

　 「 中日本高速道路グループ倫理行動規範」 について、 携帯用カ ード 及びコ ン プラ イ アン

スマニュ アルにより 周知徹底を図り ます。

②法令・ 規程・ 規則遵守の徹底

　 当社の社員と し て、 守る べき 法令や規程・ 規則を 遵守する こ と の重要性について、 各研

修等を通じ て周知し ます。

③スマイ ル・ コ ンプラ イ アンス

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループ全体で

取り 組む「 風通し の良い職場づく り

（ スマイ ル・ コ ンプラ イ アンス） 」

を踏まえ、 社会的要請に適切に対応

するこ と 、 自ら 考え行動するこ と 、

何でも 話し 合えるこ と を通し て社員

一人ひと り が成長するこ と を目指し

ます。

④コ ンプラ イ アンスの教育・ 研修

　 当社で作成し たコ ン プラ イ アン スＤ Ｖ Ｄ を 活用し 、 コ ンプラ イ アンスの徹底を 図ると と

も に、 コ ン プラ イ アン スマニュ アルや啓発ポスタ ー、 コ ンプラ イ アンス通信の定期配信等

を活用し 、 コ ンプラ イ アンス意識の更なる浸透を図り ます。

　 また、 様々な機会を 通じ て、 社員に対し 「 不正のト ラ イ アングル」 への理解を 深めるほ

か、 各種研修時における講義等を実施し 、 コ ンプラ イ アンスの徹底を図り ます。

（ １ ）コ ンプラ イ アンス意識向上のための取組み



⑤コ ンプラ イ アンスマニュ アルの活用

　 法令の改正及び最近のコ ン プラ イ アン ス事案を 踏まえ、 更新し たコ ン プラ イ アン スマ

ニュ アルを有効活用し 、 コ ンプラ イ アンス意識の向上に努めます。

⑥「 コ ンプラ ホッ ト ラ イ ン」 の周知

　 高度な倫理観を 確立し 、 社内秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止のため、 当社の

「 コ ンプラ ホッ ト ラ イ ン」 の適正な運用を 行う と と も に、 匿名によ る相談にも 対応し 、 相

談者の保護を図り ます。

　 また、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループ会社共通の「 コ ンプラ 弁護士ホッ ト ラ イ ン 」 の周知を

図り ます。

①料金収受業務における不適切な取扱いの撲滅

　 料金収受のプロフ ェ ッ ショ ナル企業と し て、 収受金、

釣銭準備金、 通行券類等の適正な管理は、 全社員が遵守

し なければなら ない基本事項であるこ と を改めて強く 認

識し 、 こ れら の窃取や私金の補填など不適切な取扱いを

撲滅し ます。

②ハラ スメ ント の撲滅

　 社内外にかかわら ず、 社員が、 コ ン プラ イ アン スを 他人事ではなく 自分事と し て捉え被

害者や加害者になら ないよ う 効果的な教育を 実施し 、 職場における ハラ スメ ン ト を 撲滅し

ます。

③飲酒に係る不祥事の撲滅

　 各種研修で飲酒運転防止に関する啓発を 実施するほか、 アルコ ール依存症への理解を 深

める 取組みを 実施する と と も に、 「 職場の飲酒運転対策メ ールマガジン 」 などを 活用し 、

飲酒に係る不祥事を撲滅し ます。
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（ ２ ）不適切事案や不祥事の再発防止



６ 　 リ スク マネジメ ント ・ コ ーポレ ート ガバナンスの強化

　 当社を 取り 巻く リ スク を 適切に管理する と と も に、 当社の業務の適正性を 確保する た

め、 以下の施策に取り 組みます。

①リ スク マネジメ ント システム

　 経営管理、 システム障害、 人財育成・ 活用、 労働災害、 不祥事、 地震等によ る被災など

のリ スク に対し 、 整理・ 体系化し た「 ２ ０ ２ ５ 年度版リ スク マッ プ」 を 基に、 リ スク マネ

ジメ ント を着実に運用し ます。

②内部監査の確実な実施

　 法令や社内ルールに従い業務が適切に実施さ れている か、 料金収受業務が契約に基づき

適切に履行さ れているかを適正かつ厳正に監査し ます。

　 また、 経営計画の施策達成に向け、 業務の有効性・ 効率性を 評価し 意見や助言を 行う と

と も に、 働き やすい職場環境の整備も 目的と し ます。

　 なお、 監査実施後は監査結果（ 指摘事項や好事例） を共有し 、 水平展開を図り ます。

③情報セキュ リ ティ

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と 連携し た、 情報セキュ リ ティ 事故等の対応体制を 着実に運用し ま

す。

　 また、 情報セキュ リ ティ 担当者会議を定期的に実施し 、 Ｉ Tに係るスキル等を向上さ せる

と と も に、 未然に情報セキュ リ ティ 事故を防ぐ 取組みを強化し ます。

　 更に、 特定個人情報を はじ めと する 重要情報を 取り 扱う 際には、 基本方針及び規程類の

遵守を徹底し ます。

①予実管理

　 経営計画の施策に応じ た予算と 実績を 比較し 、 達成率と 達成の状況を 検討し て、 目標に

達し ていない場合にはその理由を 明ら かにし たう えで、 新たに目標を 達成する ための対策

を実行し ます。

②業績管理

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループの一員と し てグループ会社業績評価制度を 適切かつ確実に運

用し 、 経営目標を定めＰ Ｄ Ｃ Ａ を回し て業績管理を実施し ます。
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（ １ ）リ スク マネジメ ント の着実な運用

（ ２ ）適切な業務執行



７ 　 地域連携・ 環境への配慮

　 当社の事業活動を通じ て、 地域社会と の連携を図ると と も に、 脱炭素社会の実現に寄与

するため、 以下の施策に取り 組みます。

①地域イ ベント 等への参加

　 高速道路の内外を問わず、 料金所周辺の

地域主催のイ ベント 等にＮ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本

と 協働又は単独で参加し ます。

（ １ ）地域連携～地域学習等推進
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③公正・ 透明かつ効率的な調達

　 中日本エク スト ール名古屋と 共同購入し ている 自主調達品や、 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グルー

プで一括調達し ている消耗品等の購入を継続し 、 調達の効率化を図り ます。

　 また、 リ バースオーク ショ ンについて、 その利用を 更に拡大し 、 調達の透明性を 向上し

ます。

④適切な事務処理の徹底

　 一般事務を 担当する 社員を 対象と し て、 新任事務職研修や事務担当者会議を 実施し 、 適

切な事務処理の徹底を図り ます。

⑤Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本と の連携強化

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本が主催する各種定例会議など

を通じ て、 諸課題の提起や解決方法の議論などを

行う こ と で、 更なる連携の強化を図り ます。

⑥営業所組織の適正化検討

　 現在、 １ ４ 箇所に展開し ている 営業所組織について、 今後のＥ Ｔ Ｃ 専用化などの事業環

境の変容を 見据え、 その機能や人員配置を 最適化する観点から 、 組織の適正化について検

討し ます。



②料金所等の見学会

　 Ｎ Ｅ Ｘ Ｃ Ｏ 中日本グループと 協働し て、

料金所を小・ 中学生の社会科見学、 職場体

験学習等、 地域学習推進の場所と し て提供

すると と も に、 高速道路事業への理解促進

を図り ます。

③美観の保持・ 地域色の創出

　 日常的に料金所を清掃し 美観を保つと と も に、 地域を代表するモニュ メ ント やキャ ラ ク

タ ー等を料金所周り に設置するこ と 等により 、 地域色を創出し ます。

④障がい者の方への支援活動

　 料金所に設置し ている自動販売機の売上げの一部を公益財団法人静岡県障害者スポーツ

協会へ寄付するこ と により 、 スポーツを通じ て障がい者の方々の社会参加を促進し 、 支援

を行う 取組みを継続し ます。

　 また、 料金所近隣の社会福祉協議会や保全・ サービスセンタ ーと 連携し 、 料金所の花壇

整備を障がい者の方々と 共に実施する取組みも 継続し ます。

①脱炭素社会への貢献

業務用車両の電動車化やエコ マーク 付消耗品の優先購入など、 当社の業務活動によるＣ Ｏ２

の排出量を可能な限り 減ら し 、 脱炭素社会の実現に向けて地球環境の保護に努めます。

②廃棄被服のリ サイ ク ル

　 料金所の廃棄被服をリ サイ ク ルし 、 環境負荷の軽減に寄与し ます。

（ ２ ）環境への配慮
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